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資料 1-2 

全国健康保険協会定款の一部変更について (案) 

 

変 更 案 現  行 

別表５（第５２条及び第５４条関係） 

 一般 

保険料率 

疾病 

保険料率 

特定 

保険料率 

基本 

保険料率 

災害保健

福祉 

保険料率 

一般被保険者 10.65％ 9.60％ 2.79％ 6.81％ 1.05％ 

疾病任意継続 

被保険者 
9.93％ 9.60％ 2.79％ 6.81％ 0.33％ 

後期高齢者医療

の被保険者等で

ある被保険者 

0.88％ － － － 0.88％ 

独立行政法人等

職員被保険者 
0.33％ － － － 0.33％ 

 

別表６（第５５条関係） 

介護保険料率 

1.77％ 
 

別表５（第５２条及び第５４条関係） 

 一般 

保険料率 

疾病 

保険料率 

特定 

保険料率 

基本 

保険料率 

災害保健

福祉 

保険料率 

一般被保険者 10.65％ 9.60％ 2.76％ 6.84％ 1.05％ 

疾病任意継続 

被保険者 
9.93％ 9.60％ 2.76％ 6.84％ 0.33％ 

後期高齢者医療

の被保険者等で

ある被保険者 

0.88％ － － － 0.88％ 

独立行政法人等

職員被保険者 
0.33％ － － － 0.33％ 

 

別表６（第５５条関係） 

介護保険料率 

1.61％ 
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附 則 

 

１ この変更は、令和２年３月１日から施行する。 

２ 変更後の別表５及び別表６の規定は、令和２年３月以後分の保険料額に係る

保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに船保法第２条

第２項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率につ

いては、なお従前の例による。 

３ 疾病保険料率について、船保法附則第９条第１項の規定に基づき、令和２年

３月分から令和４年２月分まで（疾病任意継続被保険者にあっては、令和２年

４月分から令和４年３月分まで）の間、０．５０％を控除するものとする。こ

の場合において、第５２条第１項及び別表５中「疾病保険料率」とあるのは、

「疾病保険料率から０．５０％を控除した率」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


